






アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

～さらに企業を発展させるために～
業績向上・人材確保を実現する

健 康 経 営
～さらに企業を発展させるために～

業績向上・人材確保を実現する

健 康 経 営
労働人口の減少により、今後の企業は人材の確保が困難になる事が想定され、

生産性向上が求められるようになります。

健康経営はそういった経営課題を解決に導く取組みです。

労働人口の減少により、今後の企業は人材の確保が困難になる事が想定され、
生産性向上が求められるようになります。

健康経営はそういった経営課題を解決に導く取組みです。

健康経営を実践して得られる主な効果

生産性向上(業績向上)
4年で営業利益を5倍に伸ばした

企業があります。

リクルート効果
採用応募者数が倍増している

企業があります。

健康経営は、アクサ生命がサポートします！

健康経営アドバイザー
によるサポート

健康経営優良法人
認定の申請まで
サポート

充実したサポートツール
WEBアンケート
職域健康セミナー

お問合せ先

「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

　　　　　　☎



持続化給付金
に関するお知らせ

持続化給付金とは？

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただくため、

事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入） - （前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、

ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者。

２．2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。

３．法人の場合は、

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下

である事業者。

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。

※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

※詳細は、申請要領等をご確認下さい。

相談ダイヤル

「持続化給付金」を装った詐欺にご注意下さい

※申請支援窓口の設置場所等については、
詳細が決まり次第公表します。

持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
受付時間 8:30～19:00 5月・6月（毎日）7月から12月（土曜日を除く日から金曜日）

 

 

   

県・市町協調による 
休業要請事業者経営継続支援事業 

    
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が行った施設の使用停止や

時間短縮の要請に応じてくださった中小法人・個人事業主を対象に、国の持続化給付金に加え、 

その事業の継続を支えるための支援金を県・市町が協調して支給します。   
■対象・支給額 
次の３つの要件をすべて満たす中小法人及び個人事業主の方が対象となります。 

【要件 1】兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和２年３月１日以前に創業していること 

【要件 2】令和２年４月または５月の売上が前年同月対比で５０％以上減少していること 
＊売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設（複数の場合は一カ所でも複数でも可）」
のいずれでも可能です。 

＊令和元年 5月 2日以降に創業された方の売上の比較方法については募集要項をご覧ください。 

【要件 3】県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること 

≪4/15～5/6休業要請等≫      

対象種別 
休業等要請に係る 

床面積要件・その他要件 
１事業者あたりの給付額 

遊興施設 

なし 

① 4/15～4/21の間に休業を開始し、5/6まで継続して休業  

    中小法人 100万円 個人事業主 50万円 

② 4/22～4/28の間に休業を開始し、5/6まで継続して休業 

    中小法人 60万円 個人事業主 30万円 

③ 4/29に休業を開始し、5/6まで継続して休業 

中小法人 30万円 個人事業主 15万円 

劇場等 

集会・展示施設 

運動・遊技施設  

博物館等 

学習塾等 床面積 100㎡超 

商業施設(生活必需物資・
生活必需サービス以外) 

床面積 100㎡超 

 

対象種別 
休業等要請に係る 

床面積要件・その他要件 
１事業者あたりの給付額 

ホテル・旅館 集会の用に供する部分 
④ 4/15～4/21 の間に使用停止あるいは時間短縮を開始し、

5/6まで実施  
    中小法人 30万円 個人事業主 15万円 
⑤ 4/22～4/28 の間に使用停止あるいは時間短縮を開始し、

5/6まで実施  
    中小法人 20万円 個人事業主 10万円 
⑥ 4/29 に使用停止あるいは時間短縮を開始し、5/6 まで実施 

中小法人 10万円 個人事業主  5万円 

飲食店等食事提供施設 
夜 20時～朝 5時営業休止 
酒類提供は夜 19時～朝５時休止 

 
≪4/29～5/6休業の協力依頼≫ 

対象種別 
休業の協力依頼に係る 
床面積要件・その他要件 

１事業者あたりの給付額 

学習塾等 床面積 100㎡以下 ⑦ 4/29に休業を開始し、5/6まで継続して休業 

中小法人 30万円  個人事業主 15万円 

※複数の休業要請等に対応する場合でも、１事業者当たり
の支給額は、上記の額を限度とします。 

商業施設(生活必需物資・
生活必需サービス以外) 

床面積 100㎡以下 

ホテル・旅館等 
行楽を主目的とする宿泊事業に供する 
宿泊施設（ホテル、旅館等または民泊） 

＊県が休業要請等を行っている対象施設の詳細は、兵庫県のホームページに掲載しています。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronakyugyouyosei0414.html#coronakyugyouyosei03   
 本支援金は県の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。 

 支援金の交付は１事業者につき１回限りとなります。  




